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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

 平成19年６月28日付をもって提出いたしました第54期（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日）有価証券報告書の一部に訂

正すべき事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。 

  

２【訂正事項】 

第一部 企業情報 

第５ 経理の状況 

１ 連結財務諸表等 

(1）連結財務諸表 

注記事項 

（重要な後発事象） 

(2）その他 

２ 財務諸表等 

(1）財務諸表 

注記事項 

（重要な後発事象） 

(3）その他 

  

３【訂正箇所】 

 訂正箇所は   を付して表示しております。 

  

  

  

 



第一部【企業情報】 
  

第５【経理の状況】 
  

１【連結財務諸表等】 

(1）【連結財務諸表】 

  （訂正前） 

注記事項 

（重要な後発事象） 

 記載なし 

  

  （訂正後） 

注記事項 

（重要な後発事象） 

 平成17年５月12日、ミサワホーム株式会社から当社製品の補償について契約不履行として、3,245千円の損害賠償請求が東

京地方裁判所に提訴されており、係争中でありましたが、平成19年６月４日更に第２次訴訟として、594,649千円の損害賠償

請求を受けました。当社はこの２件の訴状への反論を行って、当社の正当性を主張していきますが、現時点で裁判の経過お

よび結果を予測することは困難であります。 

  

(2）【その他】 

  （訂正前） 

訴訟 

 平成17年５月12日、ミサワホーム株式会社から当社製品の補償について契約不履行として、3,245千円の損害賠償請求を

東京地方裁判所に提訴されており、現在係争中であります。当社としては、この損害賠償請求に応じる意思はありません

が、現在証拠調べ等がなされ手続きが進行中のために、訴訟の結果を予測するのは困難であります。 

 平成18年７月20日、株式会社ＮＩＰＰＯコーポレーションから当社所有土地（3,494㎡）の抵当権設定契約の締結不履行

をめぐり高松地方裁判所に提訴されました。当社としては、この契約締結不履行は無効であると主張し、現在係争中であ

ります。訴訟の結果については、現在証拠調べ等がなされており、訴訟の結果を予測するのは困難であります。 

  

  （訂正後） 

訴訟 

 平成17年５月12日、ミサワホーム株式会社から当社製品の補償について契約不履行として、3,245千円の損害賠償請求が

東京地方裁判所に提訴されており、係争中でありましたが、平成19年６月４日更に第２次訴訟として、594,649千円の損害

賠償請求を受けました。当社はこの２件の訴状への反論を行って、当社の正当性を主張していきますが、現時点で裁判の

経過および結果を予測することは困難であります。 

 平成18年７月20日、株式会社ＮＩＰＰＯコーポレーションから当社所有土地（3,494㎡）の抵当権設定契約の締結不履行

をめぐり高松地方裁判所に提訴されました。当社としては、この契約締結不履行は無効であると主張し、現在係争中であ

ります。訴訟の結果については、現在証拠調べ等がなされており、訴訟の結果を予測するのは困難であります。 

  

 



２【財務諸表等】 

(1）【財務諸表】 

  （訂正前） 

注記事項 

（重要な後発事象） 

 記載なし 

  

  （訂正後） 

注記事項 

（重要な後発事象） 

 平成17年５月12日、ミサワホーム株式会社から当社製品の補償について契約不履行として、3,245千円の損害賠償請求が東

京地方裁判所に提訴されており、係争中でありましたが、平成19年６月４日更に第２次訴訟として、594,649千円の損害賠償

請求を受けました。当社はこの２件の訴状への反論を行って、当社の正当性を主張していきますが、現時点で裁判の経過お

よび結果を予測することは困難であります。 

  

(3）【その他】 

  （訂正前） 

訴訟 

 平成17年５月12日、ミサワホーム株式会社から当社製品の補償について契約不履行として、3,245千円の損害賠償請求を

東京地方裁判所に提訴されており、現在係争中であります。当社としては、この損害賠償請求に応じる意思はありません

が、現在証拠調べ等がなされ手続きが進行中のために、訴訟の結果を予測するのは困難であります。 

 平成18年７月20日、株式会社ＮＩＰＰＯコーポレーションから当社所有土地（3,494㎡）の抵当権設定契約の締結不履行

をめぐり高松地方裁判所に提訴されました。当社としては、この契約締結不履行は無効であると主張し、現在係争中であ

ります。訴訟の結果については、現在証拠調べ等がなされており、訴訟の結果を予測するのは困難であります。 

  

  （訂正後） 

訴訟 

 平成17年５月12日、ミサワホーム株式会社から当社製品の補償について契約不履行として、3,245千円の損害賠償請求が

東京地方裁判所に提訴されており、係争中でありましたが、平成19年６月４日更に第２次訴訟として、594,649千円の損害

賠償請求を受けました。当社はこの２件の訴状への反論を行って、当社の正当性を主張していきますが、現時点で裁判の

経過および結果を予測することは困難であります。 

 平成18年７月20日、株式会社ＮＩＰＰＯコーポレーションから当社所有土地（3,494㎡）の抵当権設定契約の締結不履行

をめぐり高松地方裁判所に提訴されました。当社としては、この契約締結不履行は無効であると主張し、現在係争中であ

ります。訴訟の結果については、現在証拠調べ等がなされており、訴訟の結果を予測するのは困難であります。 
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